
荒川区の災害情報

区長からのメッセージ

避難所

■一次避難所（  月  日　　 時  分更新）

※地震等の災害で住居を失った場合などに生活する施設です。
※近隣住所の方は、該当施設に避難して下さい。
※記号の見方　○…受け入れ可　×…受け入れ不可
番号 施設名 施設住所 近隣住所 開設状況 備考

A-1 瑞光小学校 南千住1‐51‐1
・南千住一丁目
・荒川八丁目

A-2 第二瑞光小学校 南千住5‐8‐1
・南千住一丁目
・南千住二丁目
・南千住五丁目

A-3 第三瑞光小学校 南千住7‐9‐1

・南千住二丁目
・南千住四丁目
・南千住五丁目
・南千住七丁目

A-4 汐入小学校 南千住8‐2‐3
・南千住三丁目
・南千住四丁目

A-5 汐入東小学校 南千住8‐9‐3 ・南千住八丁目

A-6 第六瑞光小学校 南千住1‐4‐11
・南千住一丁目
・東日暮里一丁目

A-7 峡田小学校 荒川3‐77‐1

・荒川三丁目
・荒川四丁目
・荒川五丁目
・西日暮里一丁目

A-8 第二峡田小学校 荒川2‐30‐1

・荒川二丁目
・荒川四丁目
・荒川五丁目
・荒川七丁目
・町屋一丁目

A-9 第三峡田小学校 荒川1‐43‐1
・荒川一丁目
・東日暮里一丁目
・東日暮里二丁目

A-10 第四峡田小学校 町屋2‐11‐6

・荒川七丁目
・町屋一丁目
・町屋二丁目
・町屋四丁目

A-11 第五峡田小学校 町屋3‐17‐24

・町屋二丁目
・町屋三丁目
・町屋四丁目
・町屋六丁目

A-12 第七峡田小学校 町屋8‐19‐12

・町屋三丁目
・町屋六丁目
・町屋七丁目
・町屋八丁目

A-13 第九峡田小学校 荒川6‐8‐1

・荒川五丁目
・荒川六丁目
・荒川七丁目
・町屋一丁目

A-14 尾久小学校 東尾久5‐6‐7

・東尾久三丁目
・東尾久五丁目
・東尾久七丁目
・東尾久八丁目

A-15 尾久西小学校 西尾久5‐27‐12

・西尾久四丁目
・西尾久五丁目
・西尾久七丁目
・西尾久八丁目

A-16 尾久第六小学校 西尾久8‐26‐9
・西尾久七丁目
・西尾久八丁目

A-17 赤土小学校 東尾久2‐43‐9
・東尾久一丁目
・東尾久二丁目
・東尾久四丁目

現在区が把握している情報は、以下のとおりです。
状況は常に変化しておりますので、内容に違い等がある場合はご容赦ください。
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A-18 大門小学校 町屋4‐27‐8
・町屋四丁目
・東尾久三丁目
・東尾久六丁目

A-19 尾久宮前小学校 西尾久1‐4‐17

・東尾久四丁目
・東尾久五丁目
・西尾久一丁目
・西尾久二丁目

A-20 第一日暮里小学校 西日暮里3‐7‐15
・西日暮里三丁目
・西日暮里四丁目

A-21 第二日暮里小学校 東日暮里5‐2‐1
・東日暮里五丁目
・東日暮里六丁目

A-22 第三日暮里小学校 東日暮里3‐10‐17

・東日暮里一丁目
・東日暮里二丁目
・東日暮里三丁目
・東日暮里四丁目（2021年8月よ
り竹台高校に変更）

A-23 第六日暮里小学校 西日暮里6‐35‐16
・西日暮里一丁目
・西日暮里六丁目

A-24 ひぐらし小学校 西日暮里2‐32‐5
・東日暮里五丁目
・東日暮里六丁目
・西日暮里二丁目

A-25 第一中学校 荒川1‐30‐1
・南千住一丁目
・荒川一丁目

A-26 第三中学校 南千住8‐10‐1 ・南千住八丁目

A-27 第四中学校 荒川6‐57‐1
・荒川五丁目
・荒川六丁目
・西日暮里六丁目

A-28 第五中学校 町屋1‐37‐16
・町屋一丁目
・町屋八丁目

A-29 第七中学校 西尾久4‐30‐28
・西尾久四丁目
・西尾久五丁目

A-30 第九中学校 東尾久2‐23‐5
・東尾久二丁目
・東尾久三丁目

A-31 尾久八幡中学校 西尾久3‐14‐1
・西尾久二丁目
・西尾久三丁目
・西尾久六丁目

A-32 南千住第二中学校 南千住7‐25‐1
・南千住五丁目
・南千住六丁目
・南千住七丁目

A-33 原中学校 町屋5‐12‐6
・町屋五丁目
・町屋六丁目

A-34 諏訪台中学校 西日暮里2‐36‐8
・西日暮里一丁目
・西日暮里二丁目
・西日暮里五丁目

A-35 生涯学習・教育センター 荒川3‐49‐1 ・荒川三丁目

A-36 荒川工業高等学校 南千住6‐42‐1
・南千住五丁目
・南千住六丁目

A-37 竹高等学校 東日暮里5-42-1
・東日暮里四丁目
・東日暮里五丁目

■二次避難所（  月  日   時  分更新）

※高齢者や障がい者など、一次避難所で生活することが難しい方が生活する施設です。
※記号の見方　○…受け入れ可　×…受け入れ不可

番号 施設名 住所 開設状況 備考

B-1 花の木ひろば館 荒川5-50-5

B-2 三河島ひろば館 荒川3-36-4

B-3 荒川六丁目ひろば館 荒川6-33-4

B-4 町屋二丁目ひろば館 町屋2-8-13

B-5 東尾久ひろば館 東尾久3-5-3

熊野前ひろば館

男女平等推進センター

B-7 宮の前ひろば館 東尾久5-45-11

東尾久5-9-3B-6

【対象】 ①要介護度1から3に認定されている在宅高齢者
　　　　　②身体障害者手帳3から6級の障がい者及び緊急時要援護者名簿登録未申請の障がい者
　　　　　③妊産婦、乳児及びその保護者
　　　　　④ ①及び②の支援者（原則として対象者1人に対して1人）
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B-8 東尾久三丁目ひろば館 東尾久3-5-17
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B-9 東尾久小沼ひろば館 東尾久1-21-23

B-10 西尾久みどりひろば館 西尾久4-6-4

B-11 西日暮里二丁目ひろば館 西日暮里2-32-25

B-12 諏訪台ひろば館 西日暮里3-3-12

B-13 日暮里ひろば館 西日暮里2-10-9

B-14 荒木田ふれあい館 町屋6-13-2

B-15 西尾久ふれあい館 西尾久8-33-31

B-16 汐入ふれあい館 南千住8-2-2

B-17 東日暮里ふれあい館 東日暮里1-17-13

B-18 西日暮里ふれあい館 西日暮里6-24-4

B-19 荒川山吹ふれあい館 荒川7-6-8

B-20 南千住駅前ふれあい館 南千住7-1-1

B-21 峡田ふれあい館 荒川3-3-10

B-22 南千住ふれあい館 南千住6-36-13

B-23 町屋ふれあい館 町屋1-35-8

B-24 尾久ふれあい館 西尾久2-25-13

B-25 石浜ふれあい館 南千住3-28-2

B-26 夕やけこやけふれあい館 東日暮里3-11-19

B-27 ゆいの森あらかわ 荒川2-50-1

B-28 荒川さつき会館 荒川8-16-13

■福祉避難所（  月  日    時  分更新）

※要介護度や障がいの程度が高く、一次・二次避難所での生活が難しい方が生活する施設です。
※記号の見方　○…受け入れ可　×…受け入れ不可

番号 施設名 住所 開設状況 備考

C-1
特別養護老人ホーム
グリーンハイム荒川

南千住6‐36‐5

C-2
特別養護老人ホーム
サンハイム荒川

南千住3‐14‐7

C-3
特別養護老人ホーム
花の木ハイム荒川

荒川5‐47‐2

C-4
南千住中部在宅高齢者
通所サービスセンター

南千住4‐9‐6

C-5
荒川東部在宅高齢者
通所サービスセンター

荒川1‐34‐6

C-6
町屋在宅高齢者

通所サービスセンター
町屋7‐2‐15

C-7 尾久生活実習所 西尾久6‐17‐3

C-8
東日暮里在宅高齢者
通所サービスセンター

東日暮里3‐8‐16

C-9
西日暮里在宅高齢者
通所サービスセンター

西日暮里5‐36‐1

C-10
特別養護老人ホーム
信愛のぞみの郷

西尾久1‐1‐12

C-11
特別養護老人ホーム

さくら館
町屋7‐10‐6

C-12
特別養護老人ホーム
癒しの里南千住

南千住6‐67‐8

C-13
養護老人ホーム
おたけの郷

町屋7‐18‐11

C-14 老人福祉センター 荒川1‐34‐6

【対象】①要介護4から5に認定されている在宅高齢者
　　　　 ②支援者（原則として対象者1人に対して1人）
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C-15
養護老人ホーム

千寿苑
南千住3‐5‐13
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番号 施設名 住所 開設状況 備考

D-1 汐入ふれあい館 南千住8-2-2

D-2 南千住ふれあい館 南千住6-36-13

D-3
障害者福祉会館
（アクロスあらかわ）

荒川2-57-8

D-4
荒川生活実習所
・福祉作業所

荒川1-53-9

D-5
心身障害者福祉センター
（たんぽぽセンター）

荒川1‐53-20

D-6 スタートまちや 町屋3-28-2

D-7 スクラムあらかわ 町屋6-28-13

D-8 尾久生活実習所 西尾久6-17-3

D-9 尾久生活実習所・分場 西尾久4-6-4

D-10
精神障がい地域生活
支援センター（アゼリア）

東尾久5-45-11

D-11 生活クラブスニーカー 西日暮里6-25-3

D-12 作業所ボンエルフ
（東日暮里三丁目ひろば館）

東日暮里3-8-16

D-13 グループホームひぐらし 東日暮里2-45-12

飲料水・生活用水

※障がい者、高齢者、小さい子どもがいる世帯が優先になります

飲料水（　　月　　日  　　時　　分更新）

番号 給水場所 住所 時間

E-1 南千住給水所 南千住8－1

E-2 荒川自然公園一帯 荒川8-25-3周辺

E-3 都立尾久の原公園一帯 東尾久7-1周辺

E-4 荒川工業高校一帯 南千住6-42-1周辺

E-5 各一次避難所

生活用水（　　月　　日  　　時　　分更新）　※防災井戸設置場所

※記号の見方　○…使用可　×…使用不可
番号 場所 住所 使用の可否

F-1 第二瑞光小学校 南千住5‐8‐1

F-2 第七峡田小学校 町屋8‐19‐12

F-3 第九峡田小学校 荒川6‐8‐1

F-4 尾久小学校 東尾久5‐6‐7

F-5 第二日暮里小学校 東日暮里5‐2‐1

F-6 西尾久二丁目防災広場 西尾久2-28

F-7 南千住六丁目防災広場 南千住6-52

F-8 第六日暮里小学校 西日暮里6-35-16

F-9 荒川六丁目防災広場 荒川6-55・59

F-10 東尾久四丁目防災広場 東尾久4-22

F-11 南千住一丁目防災広場 南千住1-43

F-12 東尾久二丁目防災広場 東尾久2-44

F-13 西尾久一丁目防災広場 西尾久1-25

F-14 荒川二丁目防災広場 荒川2-47

F-15 町屋二丁目公園 町屋2-15-13

【対象】①障がい者（身体障害者手帳1級・2級、知的障がい者、精神障がい者）
　　　　 ②支援者（原則として対象者1人に対して1人）

備考

備考

※上記「一次避難所」を参照
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F-16 荒川公園 荒川2‐2‐3

F-17 真土公園 西日暮里1‐26‐9

F-18 日暮里南公園 東日暮里5‐19‐1
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F-19 町屋七丁目公園 町屋7‐16‐6

F-20 荒川七丁目防災広場 荒川7‐3

F-21 町屋一丁目防災広場 町屋1‐12

F-22 天王公園 南千住6‐67‐21

F-23 荒川二丁目公園 荒川2‐58‐2

F-24 荒川遊園Ｂ地区 西尾久8‐10

F-25 荒川遊園Ｃ地区 西尾久8‐1

F-26 第九中学校 東尾久2‐23‐5

F-27 荒川一丁目防災広場 荒川1‐23

F-28 東尾久八丁目防災広場 東尾久8‐37

F-29 東日暮里一丁目公園 東日暮里1‐17‐22

F-30 藍染公園 町屋1‐34‐9

F-31 町屋四丁目児童遊園 町屋4‐13‐16

F-32 東日暮里三丁目防災広場 東日暮里3‐7

F-33 南千住五丁目防災広場 南千住5‐39

F-34 町屋八丁目防災広場 町屋8‐3

F-35 西日暮里一丁目防災広場 西日暮里1‐45

F-36 東尾久五丁目防災広場 東尾久5‐41

F-37 熊野前南児童遊園 東尾久5‐21

F-38 荒川五丁目西グリーンスポット 荒川5-29

F-39 西尾久三丁目防災広場 西尾久3-25

F-40 荒川五丁目北グリーンスポット 荒川5-51

F-41 荒川五丁目グリーンスポット 荒川5-45

F-42 西尾久一丁目児童遊園 西尾久1-26

F-43 町屋第四児童遊園 町屋3-10

F-44 南千住三丁目公園 南千住3-28-67

F-45 西尾久一丁目防災スポット 西尾久1-18

F-46 東尾久五丁目防災スポット 東尾久5-33-12

F-47 荒川二丁目防災対策用地 荒川2-39

F-48 花の木防災スポット 荒川5-40-12

F-49 町屋四丁目防災スポット 町屋4-21-2

F-50 東尾久一丁目防災スポット 東尾久1-7-11

F-51 尾久小公園 東尾久6-42-6

F-52 宮前公園 東尾久8-45-22

F-53 町屋四丁目江川防災スポット 町屋4-21-2

F-54 東尾久1丁目防災スポット 東尾久1-7-11

F-55 荒川二丁目防災スポット 荒川2-7-7

F-56 町屋二丁目防災スポット 町屋2-13-11

番号 道路名 状況

G-1 尾竹橋通り

G-2 明治通り

G-3 尾久橋通り

道路状況（　　月　　日  　　時　　分更新）
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G-4 電化通り

G-5 都電通り

G-6 小台通り

G-7 補助306号線

G-8 日光街道

G-9 千住間道

G-10 補助189号線

G-11 道灌山通り
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G-12 補助108号線

G-13 サンパール通り

番号 項目 状況

H-1 電気

H-2 ガス

H-3 水道

H-4 下水道

H-5 電話通信

番号 路線名 状況

I-1 JR東日本

I-2 京成線

I-3 東京メトロ

I-4 つくばエクスプレス

I-5 日暮里舎人ライナー

I-6 都電荒川線

I-7 都営バス

I-8 コミュニティバスさくら

鉄道・バス運行状況（　　月　　日  　　時　　分更新）

災害用伝言ダイヤル　１７１
※災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提
供が開始される「声の伝言板」です。

お問い合わせ　荒川区役所
〒116‐0002
荒川区荒川二丁目2番3号
電話：03‐3802‐3111

ライフライン（　　月　　日  　　時　　分更新）
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